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第 ２ 表  債 務 負 担 行 為 

（単位：千円） 

 
【説明】  
 地方自治体の歳入歳出予算は基本的には単年度予算であるが、上記１から３の事業については、令和７年度中に契約を締結し、令和８年度

から事業を実施するため、また、上記４の事業については、令和７年度に契約を締結し、令和７年度１月から３月中に収入した第三者納付金

に係る委託料を令和８年度に第１期分として支払う必要があるため、地方自治法第２１４条の規定により令和７年度の補正予算で債務負担行

為として予算に定めるものである。 
（単位：千円） 

番号 事         項 期     間 限    度    額 

１ 
健診受診率向上用ポスター及びリーフレッ

ト作成業務委託 
令和７～８年度 １，１９６ 

 

２ 第３次データヘルス計画中間評価業務委託 令和７～８年度 １，５４２ 
 

３ 適正服薬推進事業業務委託 令和７～８年度 ３，３５１ 
 

４ 第三者行為求償事務委託 令和７～８年度 ４，７１８ 
 

番号 事         項 期     間 限    度    額 

５ 
健康診査業務委託 

（荒尾市、宇土市は 11 月補正計上済のため除く） 
令和７～９年度 ５９６，７０５ 

 

６ 歯科口腔健康診査業務委託 令和７～９年度 ６２，６６９ 
 



 
【説明】  
 地方自治体の歳入歳出予算は基本的には単年度予算であるが、上記の委託契約については、全市町村において、履行の確認が年度を超える

ため、３か年の債務負担行為期間を設定するものである。また、長洲町においては、実施医療機関と令和８年３月中に契約を締結し、令和８

年４月から事業を実施するため、地方自治法第２１４条の規定により令和７年度の補正予算で債務負担行為として予算に定めるものである。 
 
















